
　１　事業の概要

　２　限度額と各年度の負担額の内訳

所属名 高齢福祉課（直通　045-210-4835） （単位　千円）

金　　額
国　庫
支出金

県　債 その他

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書
6 年度

局名 福祉子どもみらい局

        -

事
　
　
　
項

ＳＮＳ総合相談事業費

限  度  額

前年度末までの
支 出(見込) 額

当該年度以降の
支 出 予 定 額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

期　間 金　　額 期　間

   63,584         -         - 243,111

見
　
積
　
額

306,695 　              -
令和６年度

～
令和８年度

306,695

　○　統合したことにより複合的な相談への対応精度の向上等効果は発現したが、①長期的な相談員の育成、②受託事業者の変更等
　　に伴うシステム移行時のトラブル防止といった課題が生じている。

　○　これら課題を踏まえ、令和６年４月１日から令和９年３月31日までの３年間、債務負担行為を設定することとした。

　○　また、令和６年度より新たに性的マイノリティの相談業務を追加する。

        - 243,111

　

査
　
定
　
額

306,695 　              -
令和６年度

～
令和８年度

　○　ＤＶ、ひとり親、子ども・若者、ひきこもり、ケアラーの５つのＳＮＳ相談については、令和４年度より統合（窓口は別のま
    ま内部事務を統合）を行い、「ＳＮＳを活用した総合相談業務」として事業実施している。

　事業概要等

306,695    63,584

（単位：千円）

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ ３か年計

国庫支出金 一般財源 国庫支出金 一般財源 国庫支出金 一般財源 国庫支出金 一般財源

ＤＶ 共生推進本部室 28,372 14,186 14,186 28,372 14,186 14,186 28,371 14,185 14,186 85,115 42,557 42,558

ひとり親 子ども家庭課 17,023 5,759 11,264 17,023 5,759 11,264 17,023 5,759 11,264 51,069 17,277 33,792

子ども・若者、ひきこもり 青少年課 18,915 1,250 17,665 18,915 1,250 17,665 18,915 1,250 17,665 56,745 3,750 52,995

ケアラー 高齢福祉課 24,590 0 24,590 24,590 0 24,590 24,590 0 24,590 73,770 0 73,770

性的マイノリティ 共生推進本部室 13,332 0 13,332 13,332 0 13,332 13,332 0 13,332 39,996 0 39,996

合計 102,232 21,195 81,037 102,232 21,195 81,037 102,231 21,194 81,037 306,695 63,584 243,111

分野 所管課


